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議案第１９８号 薩摩川内市立里保育園の指定管理者の指定について【子育て支援課】 

 

 

１ 指定管理者に行わせる施設の概要 

施設名（薩摩川内市立里保育園） 

⑴設置条例 薩摩川内市へき地保育所条例 

⑵設置目的 
保育を必要とする小学校就学前の子どもに対し、その保護者の委託を

受け、必要な保育を行い、児童福祉の増進を図る。 

⑶施設の事業内容 へき地保育所の維持管理及び運営 

⑷現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ へき地保育所の維持管理に関する業務（施設、付属設備及び備品等の維持・管理保全に関

すること、清掃・美化に関すること、防犯及び防災に関すること 等） 

⑵ へき地保育所の運営に関する業務（幼児の教育 等） 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴名称 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会 

⑵所在地 薩摩川内市永利町４１０７番地１ 

⑶代表者名 会長 上屋 和夫 

⑷設立年月日 平成１６年１０月１２日 

⑸基本財産 ９、０００千円 

⑹職員数 ２８７人（令和７年４月現在） 

⑺ 事業概要 

１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、

調整及び助成 

４ １から３のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図

るために必要な事業 

５ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

６ 共同募金事業への協力 

７ 心配ごと相談事業 

８ ボランティア活動の振興 

９ 居宅介護等事業の経営 

10 障害福祉サービス事業の経営 

11 居宅介護支援事業の経営 

12 老人デイサービス事業の経営 

13 老人短期入所事業の経営 
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14 福祉サービス利用支援事業 

15 生活福祉資金等貸付事業 

16 総合福祉会館の経営 

17 特別養護老人ホームの経営 

18 養護老人ホームの経営 

19 高齢者生活支援ハウスの経営 

20 訪問給食サービス事業の経営 

21 高齢者住宅等安心確保事業生活援助員派遣事業 

22 児童発達支援センターの経営 

23 児童発達支援事業施設の経営 

24 老人福祉バス及び障害者福祉バスの経営 

25 保育所の経営 

26 樋脇もくもくふれあい館の経営 

27 地域包括支援センターの経営 

28 特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の経営 

29 成年後見事業 

30 指定保育所等訪問支援事業 

31 生活困窮者自立相談支援事業 

32 生活困窮者就労準備支援事業 

33 生活困窮者学習支援事業 

34 生活困窮者家計改善支援事業 

35 無料職業紹介事業 

36 その他この法人の目的達成のため必要な事業 
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４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴基本方針 

 関係法令等を遵守し、へき地における保育を必要とする児童に対し

必要な保護を行い、保護者又は扶養義務者の子育て支援と次世代の少

子化対策に資することを基本とする。 

⑵管理計画 
・基本方針に基づき管理する。 

・防犯、防災管理を関係機関と連携の上、徹底して行う。 

⑶運営計画 
・基本方針に基づき運営する。 

・サービス向上や利用促進に取り組み、安全確保を徹底する。 

⑷組織体制 

園長（甑島支所長兼務）１名、保育士４名（常勤３名、非常勤１名）、

保育補助５名（常勤１名、非常勤４名）、事務職員（甑島支所事務兼務）

１名 

⑸支出計画 

 

目 
金額（千円） 

令和８年度 

支 出 

人件費 １８、８２５ 

光熱水費 ４１０ 

修繕費 ３０ 

管理費 ７６４ 

委託費 ３９９ 

その他 ０ 

合計 ２０、４２８ 
 

 

５ 選定経過の概要 

⑴選定委員会開催日 令和７年９月１２日（金） 

⑵選定委員 
保健福祉部長、子育て支援課長、財産マネジメント課長、有識者（１

名）、利用者代表（１名）、地元代表者（１名）  計６名 

⑶応募団体数 
ア①民間事業者   ②ＮＰＯ法人   ③出資法人 １ ④その他   

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者    計 １者 

⑷選定の理由 

施設の現状を把握し、適切な維持管理等に要する経費の調和が図ら

れており、薩摩川内市立里保育園指定管理候補者選定委員会での審査

結果を踏まえ、社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を指定管理者

の候補者として選定する。 

⑸採点結果表 

別紙のとおり。 

 



別紙 
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採点結果表 

審 査 項 目 （ 配点 ） 
薩摩川内市 

社会福祉協議会 

１ 事業計画書による施設の運営が、利用者の安全と平等利用の確保を図る

ものであるか。（６０点） 

４７ 

・施設の設置目的を十分理解し、その目的を効果的に達成する計画となって

いるか。 

・関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、遵守しているか。 

・管理運営にふさわしい団体の理念・経営方針を持っているか、公平・公正

性が確保されているか。 

・トラブルを未然に防止するための具体策、対処方法を定めているか。 

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス

の向上が図られるか。 （１２０点） 

９５ ・施設の効用を最大限に発揮し、サービスを向上させる事業計画となってい

るか。 

・保護者の意見・要望の把握及びその実現策は適切か。 

３ 施設の管理経費の縮減が図られるか。 （１８０点） 
１４１ 

・経費の縮減内容は適切か、縮減が図られているか。 

４ 事業計画書に基づき、施設の適切な維持管理が図られるか。そのための

物的・人的能力を有しているか。（１８０点） 

１３５ ・情報公開・個人情報保護についての適正な取り扱いとなっているか。 

・安定した運営を行うため、職員の採用、確保、指導、研修体制、管理運営

体制（苦情対応含む）及び緊急時の連絡体制は十分確保されているか。 

５ その他、当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項を

達成しているか。 （６０点） 
４９ 

・自主事業における内容に創意工夫が見られ、実施しているか。地域の活性

化に貢献しているか。 

得点 （６００点） ４６７ 

 

 


